
平成30年分の確定申告書等には個人番号の記載が必要です
　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、平成30年分の確定申告書などにはマイナンバー（個人
番号）の記載が必要となりました。
　なお、マイナンバー（個人番号）を記載した確定申告書等を税務署へ提出する際には、申告されるご本人の本人確
認書類の提示または写しの添付が必要です。

例１：マイナンバーカード（個人番号カード）の表面および裏面の写し【番号確認および身元確認書類】　
例２：通知カードの写し【番号確認書類】 ＋ 運転免許証または公的医療保険の被保険者証の写し【身元確認書類】など
　詳しくは熊本国税局のホームページ（www.nta.go.jp/kumamotoまたは　　　　　　　　　　　　）をご覧い
ただくか、阿蘇税務署にお尋ねください。

《本人確認を行うときに使用する書類の例》

熊本国税局 検索

平成31年 所得税確定申告 日程表
（村県民税・国民健康保険税申告）

１　大学生・専門学生・専業主婦・病気等で働けな
かったなど無収入の人

２　遺族年金・障害年金受給者の人
３　専従者給与の方や配偶者・扶養控除の該当の

人で、所得証明書が必要な人
４　年金400万円以下の年金受給者の人も住民税

申告はしなければなりません！

申告会場

税理士無料相談日を2月26日（火）～27日（水）・3月5日（火）～8日（金）の6日間設けておりますので
ご利用ください。

月日 曜日 指　定　地　区　名

午前中は指定地区の人で大変混雑しますので、指定日の人が優先となります！
どうしても指定日に来られない人は、午後から申告ができます。ご協力お願いします。

南阿蘇村役場 2階 大会議室
申告受付時間 午前8時30分～11時30分／午後1時～4時

下記の人も申告が必要となりますので、
必ず申告においでください。 

下記の手続きなどに影響する場合があります。
　国民健康保険税の軽減判定、介護保険料・後期
高齢保険料・保育料の算定、公営住宅入居の申込み、
国民年金免除申請、扶養認定など

所得証明や課税証明書発行ができないばかりか、
軽減等を受けられず、不利益を被ることになります。

【申告しないと…】

平成30年10月に税務署からの通知により、
利用者識別番号を取得された人は、確定申告
時に必ず、「電子申告・納税等に係る利用者識
別番号等の通知書」を持参いただきますよう
お願いします。なお、まだ取得されていない
人は、申告当日取得も可能です。

【お願い】

中松二・両併三

中松一・吉田二

両併一・白川東

一関二・吉田三

両併二・一関一

白川西・吉田一

中松三（税理士無料相談日）

立野・立野駅（税理士無料相談日）

下野・沢津野

喜多・乙ヶ瀬

東下田・袴野・赤瀬

下田・栃木（税理士無料相談日）

長野・川後田（税理士無料相談日）

黒川・新所・加勢（税理士無料相談日）

第八駐在（税理士無料相談日）

第二駐在・第七駐在

第五駐在

第四駐在

第三駐在・第九駐在

第六駐在・第一駐在

2月18日

2月19日

2月20日

2月21日

2月22日

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日

3月1日

3月4日

3月5日

3月6日

3月7日

3月8日

3月11日

3月12日

3月13日

3月14日

3月15日

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

税務署が開設する申告相談会場のご案内
　税務署が開設する申告相談会場および税理士会による確定申告無料相談会場は、次のとおりです。
　なお、申告書は会場内で作成・提出することもできますが、国税庁ホームページで作成し、e-Taxによる送信ま
たは印刷して郵送などにより提出することができますので、ぜひ、ご利用ください。

　熊本地震により被災された家屋で、平成28年分の確定申告において雑損控除申請が済んでいない人、または、
すでに済んだ人で、平成29・30年中に修理した費用などの雑損控除計算書の作成および住宅借入金等特別控除（住
宅ローン控除）を受け、借り換えなどを行った人の申告書作成会を、2月6日（水）～8日（金）に行います。該当する人は、
必要書類を持参のうえ、お越しください。

■必要書類
　平成28・29年確定申告書控・固定資産課税台帳（名寄せ帳）・登記事項証明書（法務局発行）・工事請負契約書・売
買契約書・領収書・年末残高証明書（金融機関発行）・保険補填金確認書など
※申告期限間近になりますと申告会場の混雑が予想されますので、早めの申告にご協力をお願いします。

　平成28年熊本地震により被害を受けられた人の申告については、申告相談特設会場もご利用できます。
　申告の際は、損失の計算に必要な書類および確定申告に必要な書類などをご持参ください。

〈問い合わせ〉阿蘇税務署　℡0967（22）0551 ※自動音声案内

■税務署が開設する申告相談会場
申告相談会場

阿蘇税務署　会議室
（阿蘇市一の宮町宮地1944番地）

0967（22）0551
※自動音声案内「2」

2月18日(月)～3月15日(金)
※土曜、日曜日を除く。
　午前9時～午後4時

電話番号期間・受付時間

■申告相談特設会場
申告相談会場 電話番号期間・受付時間

■税理士会による確定申告無料相談会場
申告相談会場

役場2階大会議室
税務課（直通）
（67）2703

2月6日（水）～8日(金）
（雑損控除申告書および住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）作成会）

午前９時～午後４時

2月26日（火）～27日(水）、3月5日（火）～8日(金）
午前９時～午後４時

火の国ハイツ
県民総合運動公園入口

熊本市東区石原2丁目2-28

阿蘇税務署（代表）
0967（22）0551

※自動音声案内「2」

2月18日（月）～3月15日（金）
※土曜、日曜日を除く。

※2月24日（日）および3月3日（日）に限り会場を開設しています。
午前９時～午後４時

電話番号期間・受付時間
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